
昭
和
四
十
九
年
農
林
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
規
則

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）
及
び
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和

四
十
九
年
政
令
第
四
十
八
号
）
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
規
則

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
一

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
四
十
八
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
立
入
検
査
の
証
明
書
）

第
二
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
四
項
の
証
明

書
は
、
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
聴
取
）

第
三
条
　
法
第
五
十
条
第
一
項
の
意
見
の
聴
取
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
が
議
長
と
し
て
主
宰
す
る
意
見
聴
取
会
に
よ
つ
て
行
う
。

２
　
議
長
は
、
意
見
聴
取
会
を
開
こ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
日
の
十
五
日
前
ま
で
に
、
件
名
、
意
見
聴
取
会
の

期
日
及
び
場
所
並
び
に
事
案
の
要
旨
を
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
に
通
知
し
、
か
つ
、
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
そ
の
他
の
参
考
人

に
対
し
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
利
害
関
係
人
（
参
加
人
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
と
し
て
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と

す
る
者
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
事
案
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る

事
実
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
そ
の
旨
を
議
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
者
を
指
定
し
、
そ
の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
指
定
し
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６
　
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
審
査
請
求
人
、
参
加
人
又
は
こ
れ
ら
の
代
理
人
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
聴

取
会
に
出
席
を
求
め
ら
れ
た
者
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
以
外
の
者
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

７
　
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
は
、
最
初
に
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
に
審
査
請
求
の
要
旨
及
び
理
由
を
陳
述
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
意
見
聴
取
会
に
お
い
て
審
査
請
求
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
出
席
し
な
い
と
き
は
、
議
長
は
、
審
査
請
求
書
の
朗

読
を
も
つ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
審
査
請
求
人
又
は
利
害
関
係
人
の
代
理
人
は
、
そ
の
代
理
権
を
証
す
る
書
類
を
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

10
　
意
見
聴
取
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
者
が
事
案
の
範
囲
を
超
え
て
発
言
す
る
と
き
又
は
意
見
聴
取
会
に
出

席
し
て
い
る
者
が
意
見
聴
取
会
の
秩
序
を
乱
し
、
若
し
く
は
不
穏
な
言
動
を
す
る
と
き
は
、
議
長
は
、
こ
れ
ら
の

者
に
対
し
、
そ
の
発
言
を
禁
止
し
、
又
は
退
場
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

11
　
議
長
は
、
意
見
聴
取
会
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
期
日
及
び
場
所
を
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
意
見
聴
取
会
に
出
席
を
求
め
ら
れ
た
者
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
四
条
　
第
二
条
（
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
都
道
府
県
又
は
市
の

条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
外
国
事
業
者
に
よ
る
型
式
承
認
等
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
一
〇
日
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
許
可
、
認
可
等
民
間
活
動
に
係
る
規
制
の
整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
規
定

（
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
別
表
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
一
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
二
八
日
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
保
険
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
六
日
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
二
七
日
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
五
日
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
五
月
十
四

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
二
三
日
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
二
八
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
内
閣
府
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
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様
式

 

様式 
（表面） 

第    号 
 
消費生活用製品安全法第 41 条第 1 項又は第 2 項の規定による 

 
 

写 
 
 
 
 

真 
 

 
主務大臣（経済産業局長・都道府県知事・市長）   印 

（裏面） 
消費生活用製品安全法抜粋 

（立入検査） 
第 41 条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消

費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者の事

務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物

件を検査させることができる。 
２ 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、国内登

録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検

査させることができる。 
３ 内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職

員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は

倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その 他の物件を検査させることができる。 
４ 前３項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者に提示しなければならない。 
５～１１ （略） 
12 第１項から第３項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 
第 59 条 次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。 
 一～七 （略） 
 八 第 41 条第１項から第３項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 
 九 （略） 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ８とすること。 

 
押  出 
スタンプ 

立 入 検 査 証 
 

官職及び氏名 
 

年  月  日生 
 

年  月  日交付 
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